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マザーズにおける外国会社向け上場制度等の新設について 

 
平成１２年 ９月  １９日 
東 京 証 券 取 引 所 

Ⅰ．趣旨  
  東京証券取引所（以下「東証」という。）は、新産業の育成が経済再生のための国民経済的な要請となっている昨今の

情勢を踏まえ、証券市場を通じた良質な資金が成長性のある新興企業に円滑に供給されるよう、昨年１１月、新興企業

向け市場マザーズを開設した。 
マザーズには既に１７社が上場するなど期待される役割を徐々に果たしつつあるが、東証では、今後とも、市場参加

者の利便性をより一層向上させる観点からより良い市場構築に向けて取り組む方針であり、その一環として、今般、マ

ザーズの上場対象に外国会社である新興企業を加えるため上場制度等の整備を図ることとする。 
マザーズは国内の新興企業の上場ニーズに応えるかたちで開設したが、市場開設後、海外の新興企業や内外の市場関

係者から外国会社の上場の可能性に関する照会が多く寄せられている状況にある。マザーズに外国会社が上場すること

となれば、我が国投資者にとって成長性のある外国会社への投資の機会がより身近なものとなり、また、海外の新興企

業の資金調達の場として日本の証券市場の一層の国際化にも寄与するものと考えられることから、企業が国内法人であ

るかどうかにかかわらずマザーズの上場対象となるよう制度の見直しを行うことととする。 
なお、このマザーズにおける外国会社向け上場制度等の新設に当たっては、東証の既存の外国株市場のインフラを最

大限活用することとし、本年１１月を目途に所要の対応を図ることとする。 
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Ⅱ．制度要綱 
項  目 内   容 備   考 

１．上場制度   

(1) 上場審査基準   

  ① 株式の分布状況   

   ａ 公募株式数 

 

 

・ 上場申請に係る公募又は売出しを行うこととし、

当該公募又は売出しには、本所の市場における売買

単位の 1,000 倍の数量に相当する数以上の公募を含
めることとする。 

※ 「本所の市場における売買単位」とは、上

場申請に係る公募等に係る公開価格の次に掲

げる区分に従い、それぞれに定める単位によ

るものとする。 

 イ 500 円未満         1,000株 

 ロ 500 円以上 1,000円未満    500 株 

 ハ 1,000円以上 5,000円未満   100 株 

 ニ 5,000円以上 1万円未満     50株 

 ホ 1 万円以上 10 万円未満     10 株 

 へ 10 万円以上           1 株 

 

※ 審査対象とする「公募」は、本邦において

行う公募をいうものとする。ただし、外国の

証券取引所等に上場等されていない場合であ

って、東証のみに上場申請が行なわれるとき

には、本邦及び本邦外において行われる公募

を審査対象とする。 
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項  目 内   容 備   考 

   ｂ 本邦内株主数 
 

 

 
 

 

・ 上場申請に係る公募又は売出しにより、本邦内株

主の数が 300 人以上増加する見込みのあることとす

る。 

※ 「本邦内株主」とは、本所の市場における

売買単位以上の株式を所有する本邦内に住所

又は居所を有する者（外国の証券取引所等に

上場等されていない場合であって、東証のみ

に上場申請が行われるときは、外国に住所又

は居所を有する者を含む。）で、特別利害関係

者及び払込済普通株式総数の 100分の１以上

の株式を所有する者以外の者をいうものとす

る。 

  ② 時価総額 

 

 
 

・ 上場日における時価総額が 5 億円以上となる見込

みのあることとする。 

※ 「時価総額」とは、上場に係る公募又は売

出しの価格に上場時において見込まれる上場

株式数（払込済普通株式総数）を乗じて得た

額をいうものとする。 

 

  ③ 売上高 
 

 

・ 成長事業に係る売上高が上場申請日の前日までに

計上されていることとする。 

※ 「成長事業」とは、(3)前段に記載の事業を

いうものとする。 

  ④ 財務諸表等   

  ａ 監査意見 ・ 「上場申請のための有価証券報告書」に添付され

る監査報告書において、原則として、公認会計士若

しくは監査法人又はこれらに相当する者の「適正」

である旨の総合意見が表明されていることとする。 
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項  目 内   容 備   考 

  ｂ 虚偽記載 
 

・ 「上場申請のための有価証券報告書」に添付され

る財務書類に「虚偽記載」を行っていないこととす

る。 

 

  ⑤ 株式事務取扱機関及

び配当金支払取扱銀行

の指定 
 

・ 株式事務（名義書換事務及び株券発行事務を除く。）

及び配当金支払事務を行う本所の承認する株式事務

取扱機関及び配当金支払取扱銀行を指定しているか

又は当該機関等から指定についての内諾を得ている

こととする。 

 

  ⑥ 株式の譲渡制限 
 

 

 
 

 

・ 株式の譲渡につき制限を行っていないこととする。 ・ただし、株式の譲渡に関して制限を行うこと
が本国の法律の規定を受けるために必要と認

められる場合又はこれに準ずる場合であっ

て、かつ、その内容が本所の市場における売

買を阻害しないものと認められるときはこの

限りでないものとする。 

 

  ⑦ その他 

 

 
 

 

 
 

 

※ 外国株預託証券の発行者である場合には、前①か

ら⑥に掲げる事項に準じるほか、預託契約が締結さ

れるものであることを要するものとする。 
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項  目 内   容 備   考 

 (2) 上場審査   

  ① 企業内容、リスク情

報等の開示の適切性 

 
 

 

 
 

 

・ 企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うこと

ができる状況にあるかどうか、次に掲げる点につい

て検討するものとする。 
 イ 開示内容に係る法令等の準拠状況及びリスク情

報等の記載の状況 

 ロ 会計組織、運用の状況 
 ハ 資本調整等による企業グループの実態の不適切

な開示の有無の状況 

 ニ 会社情報の管理及び適時開示の実施状況 
 ホ 四半期業績の概況の開示の状況 

 

 

 

 
・ 外国の証券取引所等に上場等されていない

場合であって、東証のみに上場申請が行なわ

れるときのリスク情報の記載に係る審査に当

たっては、次に掲げる事項が記載されている

かどうかを検討するものとする。 

 イ 上場申請日の直前事業年度の末日の 1 年

前の日から上場日の前日までの間における

ａ）株主割当以外の方法による新株発行又

は転換社債若しくは新株引受権付社債の発

行の状況、ｂ）特別利害関係者等が所有す

る株式数の異動の状況 

 ロ 株式、転換社債、新株引受権付社債又は

新株引受権証券の所有者が発行会社又は同

社と元引受契約を締結する証券会社との間

で、上場後の一定期間についての保有に関

する取決めを有している場合には、その内

容 
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項  目 内   容 備   考 

  ② 企業経営の健全性 
 

 

・ 事業を公正かつ忠実に遂行できるかどうか、特定

の者に対して不当に利益を供与するような取引の有

無について検討するものとする。 

 

 

  ③ 子会社上場となる場

合 

・ 親会社を有している場合には、次に掲げる点につ

いて検討するものとする。 

 イ 親会社又は申請会社の不利益となる取引の強

制・誘引の有無の状況 

 ロ 親会社との間の通常の取引条件と著しく異なる

条件による取引の有無の状況 
 ハ 親会社が公開会社又は一定の継続開示会社であ

ること。ただし、事業上の関連が希薄であり、か

つ、株式所有が投資育成目的であり、申請会社の

事業活動を実質的に支配することを目的としない

ことが明らかな場合は、この限りでない。 

 

 

  ④ その他 

 

 
 

 

 
 

・ 株主の権利内容及びその行使が不当に制限されて

いないかどうか、その他公益又は投資者保護の観点

から問題がないかどうかについて検討するものとす

る。 
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項  目 内   容 備   考 

 (3) 上場申請書類 ・ 申請会社が次のイ又はロに該当する旨及びその理

由について幹事会員が記載した書面を提出するもの

とする。 

 イ 今後の成長又は拡大が期待される分野に属する

事業を主要な事業とする（その見込みがある場合

を含む。）ことにより、高い成長の可能性を有して

いると認められる者であること。 
 ロ 新たな技術又は着想に基づく事業を主要な事業

とする（その見込みがある場合を含む。）ことにより、

高い成長の可能性を有していると認められる者であ

ること。 

 

・ 「有価証券上場申請書」に次に掲げる書類を添付

するものとする。 

 イ 上場申請について取締役会で決議したことを証

する書面 
 ロ 有価証券の見本 

ハ 定款 

ニ 上場申請のための有価証券報告書 
ホ 有価証券上場申請書等に記載された法令に関す

る事項が、真実、正確であることについての法律

専門家の法律意見書 
ヘ 代表者が上場に関し正当な権限を有する者であ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ Ⅰの部には、所定の「上場申請事前確認報

告書」を添付するものとする。 
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項  目 内   容 備   考 

ることを証する書面 
ト 最近 1 年間に株主等に通知した年次報告書、半

期報告書及び四半期報告書の写し 

チ 最近 1 年間に金融再生委員会等（金融再生委員
会等に相当する外国の行政庁を含む。）に提出した

有価証券報告書等及び有価証券届出書の写し 

リ 次に掲げる事項を記載した書類 
 （イ）事業の内容 

  （ロ）今後の事業計画 

  （ハ）特別利害関係者との取引の内容 
  （ニ）業界及び取引先の状況 

 ヌ 連結子会社の最近２事業年度に係る年次報告書 

 ル 最近２事業年度に合併を行なっている場合に

は、被合併会社の最終事業年度に係る財務書類 

ヲ 本所所定の「株主数状況表」 

ワ 株式事務取扱機関及び配当金支払取扱銀行を指

定していること又は内諾を得ていることを証する

書面の写し 

カ 代理人等の選定等に関する確約書 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
・ 当該事項について記載されたパンフレット

その他の既存の書類がある場合には、当該

書類をもって代えることができる。 
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項  目 内   容 備   考 

(4)会社情報の適時開示等 ※ 本所が定める決定事項及び発生事実並びに決算の
内容等について適時開示するものとし、また、本所

が定めるところに従い書類を提出するものとする。 

・ 会社情報の適時開示に係る規定の適用に当

たっては、本国における法制度等を勘案する

ものとする。 

  ① 四半期業績の概況 ・ 四半期における業績の概況を開示するものとし、

当該開示は当該業績の概況が定まったときに直ちに

行わなければならないものとする。 
 

・ 四半期業績に係る開示資料には、四半期に

係る財務計算に関する書類を記載することを

要するものとし、当該財務計算に関する書類

については公認会計士又は監査法人による意

見表明に係る手続きを実施することを要する

ものとする。 

  ② 投資に関する説明会

の開催 

・ 上場日以後、3年間において年２回以上、投資に関

する説明会を本邦において開催することを確約する

ものとする。 

 

   

 (5) 上場廃止基準 ・ 次に掲げる基準に該当する場合は、その上場を廃

止するものとする。 

 イ 株式の分布状況 

   本邦内株主数が 150 人に満たない場合におい
て、1か年以内に 150人に達しないとき 

 ロ 債務超過 

   最近 3 年間に終了する各事業年度の末日におい
て債務超過の状態にある場合。ただし、上場後 2

年間に終了する各事業年度は、当該期間に算入し

ない。 
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項  目 内   容 備   考 

 ハ 売買高 
   次のⅰ又はⅱに該当する場合。 

  ⅰ 最近 1年間の月平均売買高が 10単位未満であ

る場合 
  ⅱ 毎月の末日からさかのぼって３か月間に売買

が成立していない場合 

 ニ 銀行取引の停止 
 ホ 破産、再生手続き、更正手続又は整理 

 ヘ 営業活動の停止 

 ト 不適当な合併等 
 チ 財務諸表等又は中間財務諸表等に係る虚偽記載

等 

 リ 上場契約違反 
 ヌ 完全子会社化 

 ル 外国の証券取引所等における上場廃止等 

 ヲ 株式の譲渡制限 
 ワ その他 

 (6) 上場手数料等   

  ① 新規上場手数料等   

   ａ 上場審査料 ・ １００万円とする。 
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項  目 内   容 備   考 

   ｂ 新規上場手数料 
 

 

 

・ １００万円に、上場に係る公募（本邦外において

公募を行う場合の当該公募を含む。）による資金調達

額に万分の９を乗じて得た金額を加算した額。ただ

し、2,000万円を上限とする。 

 

  ② 上場賦課金等   

   ａ 年賦課金 

 
 

 

・ 上場株式数のうち 1 万単位以下の株式数につき、

120万円、1万単位を超え 10万単位以下の株式数に
つき 5,000 単位以下を増すごとに 8 万円などとする

ものとする。ただし、上場後３年を経過するまでの

年賦課金については、半額とするものとする。 

 

   ｂ 追加上場手数料 ・ 資金調達額の万分の９  

２．売買・決済制度 

 

・ 既存の外国株の売買・決済制度と同様とする。 

 

 

３．定率会費 

 

・ 別途検討する。  

４．実施の時期 

 

・ 平成 12年１１月１日を目途とする。  

 
以 上 


